




















2023年 2月 13日 赤字部分追記 

■福岡県ＳＤＧｓ推進ロゴマーク使用ガイドライン 別紙 

福岡県ＳＤＧｓ推進ロゴマークは、次のいずれかの目的のために使用することができる

ものであり、営利目的では使用できませんのでご留意ください。 

（1）福岡県又は登録事業者が行うＳＤＧｓに関する活動の広報 

（2）「福岡県ＳＤＧｓ登録制度」の周知・普及 

＜ロゴマークの使用例＞  

※使用方法を例示するため、ロゴマークのサイズは縮小しています。実際に使用する場合は、必ずガイドラインの内容を

遵守し使用ください。 

◇自社・団体の職員の名刺への掲載          ◇自社・団体の封筒への掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇自社・団体のホームページ・紹介パンフレット等への掲載 

◇「福岡県ＳＤＧｓ登録制度」や登録事業者を紹介する目的で作成する記事やホームページ等への掲載 

など 

 

※福岡県以外が広報媒体や自社・団体の商品・サービスに福岡県ＳＤＧｓ推進ロゴマークを掲載する際は、「福岡県ＳＤ

Ｇｓ登録制度」（「福岡県ＳＤＧｓ登録制度」の周知・普及のために使用する場合）又は「登録事業者名」（登録事業者

が行うＳＤＧｓに関する活動の広報のために使用する場合）を必ず併記した上で、使用してください。福岡県ＳＤＧｓ

推進ロゴマークのみを掲載した使用や配布は認められません。 

※福岡県ＳＤＧｓ推進ロゴマークを使用する際は、自己の商品・サービスが「福岡県ＳＤＧｓ登録制度」に登録されてい

るとの誤解を与えることがないようにしてください。なお、自社・団体の商品・サービスに福岡県ＳＤＧｓ推進ロゴマ

ークを掲載する場合は、以下の使用例のとおり、商品やサービスではなく、事業者が登録されていることを必ず明示し

てください。 

 

【自社・団体の商品・サービスに福岡県ＳＤＧｓ推進ロゴマークを掲載する際の使用例】 

 

商品やサービスでは

なく、事業者が登録

されていることを必

ず明示する。 

ロゴマークの近く

に登録事業者名を

併記する。 

線で区切るなど、登録事業者

のロゴマークであると誤解を

与えないよう留意する。 


